資料３－４－２
避難所施設利用に関する協定書（例）
　区市町村長を「甲」とし、都立学校長を「乙」とし、甲乙の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。

（目的）

第１　この協定書は、甲が乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
（避難所施設として利用できる施設の周知）

第２　甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。

（避難所の開設）

第３　甲は、災害時において避難所として利用する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開設することができる。
（応急危険度判定の実施）

第４　甲は、避難所として利用する場合、二次災害を防止するため都と連携して早急に応急危険度判定員を派遣し、施設利用の安全性について調査する。

　２　甲は、判定員が到着しない場合は建築関係者により施設・設備等の安全確認を行う。
（開設の通知）

第５　甲は、第３に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通知するものとする。
　２　甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規程に係わらず、乙の承認した施設を避難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い時期に、甲は乙に対し開設した旨通知するものとする。
（避難所の管理）

第６　避難所の管理は、甲の責任において行うものとする。

　２　避難所管理運営について、乙は甲に協力するものとする。

（費用の負担）

第７　甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。

（開設期間）

第８　避難所の開設期間は災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。

（避難所解消への努力）
第９　甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。

（避難所の終了）

第１０　甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届けを提出するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
（協議）

第１１　この協定書に定めなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。

　甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上各１通を保有するものとする。

　令和　　年　　月　　日

　　　　　（甲）　区市町村長

　　　　　（乙）　東京都立学校長
